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むつ市農業委員会第７３６回総会議事録

１．開催日時 平成２８年８月９日（火）午前１０時５０分から午前１１時３０分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室 B

３．出席委員（２４名）

議 席 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 北 川 岩 男

３ 〃 杉 山 重 一

４ 〃 菊 池 秀 藏

６ 〃 畑 中 光 政

７ 〃 蛯 名 修 一

８ 〃 柏 谷 均

９ 会 長 立 花 順 一

１０ 農 業 委 員 鴨 田 輝 雄

１１ 〃 菅 原 靖 博

１２ 〃 工 藤 輝 雄

１３ 〃 村 口 鉄 雄

１４ 〃 野 里 岩 雄

１５ 〃 嶋 影 秀 子

１６ 〃 向 川 則 勝

１７ 〃 林 忠 久

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 栁 澤 都 市 秋

２０ 〃 福 永 忠 雄

２２ 会 長 職 務 代 理 者 村 口 利 光

２４ 農 業 委 員 本 山 日 満 夫

２５ 〃 柴 田 峯 生

２８ 〃 板 井 弘 已

２９ 〃 立 花 幸 雄

３０ 〃 水 戸 隆 璽



４．欠席委員（４名）

議 席 役 職 名 氏 名

２ 農 業 委 員 青 木 明

５ 〃 坂 本 正 一

２３ 〃 杉 山 武 美

２６ 〃 中 嶋 寿 樹

５．議事の概要

日 程 第 １ 会議録署名委員の指名

日 程 第 ２ 会期の決定

議案第１号 会長職務代理者の互選について

議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条第１項の規定に基づく県知事の許可に係る意見ついて

議案第４号 非農地証明交付申請について

報 告 事 項 農地の転用事実に関する照会について

６．会議に従事した職氏名

局 長 工 藤 初 男

次 長 寺 島 誠

主任主査 対 馬 亮 子

主 事 種 市 大 輝

７．会議録署名委員

３番 杉 山 重 一 ４番 菊 池 秀 藏

８．会議記録者

農業委員会事務局 主任主査 対 馬 亮 子



９． 会 議 の 概 要

議長 ただいまから、むつ市農業委員会第７３６回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は、２８名中２４名で定足数に達しております。

本日、２番青木委員、５番坂本委員、２６番中嶋委員より、欠席の旨通

告がありましたのでご報告いたします。

また、２３番杉山武美委員は、欠席となっております。

これより、本日の会議を開きます。

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定により議

長において、３番杉山重一委員、４番菊池委員を指名いたします。

なお、本日の会議書記には事務局職員の対馬主任主査を指名いたします。

日程第２ 、会期の決定を行います。

本総会は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 ご異議がないので、本総会の会期は本日１日とすることに決定いたしま

す。

それでは、議案審議に入ります。

議案第１号、会長職務代理者の互選についてを、議題に供します。

事務局より説明願います。

事務局 議案第１号、会長職務代理者の互選について説明します。

農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定により、農業委員会「会

長の職務代理者」の委員を指定するものでありまして、会長の職務代理者

につきましては、農業委員会等に関する法律第５条及びむつ市農業委員会

処務規程第５条により「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が

互選した者がその職務を代理する。」と定められており、畑中重宏職務代

理者の死去に伴い上程したものです。

以上で説明を終わります。

議長 議案第１号、会長職務代理者の互選について、をお諮りいたします。

互選については、立候補もしくは指名推薦がありますが、いかなる方法

で選出したらよろしいかお諮りいたします。

北川委員 議長一任

議長 議長一任の声がありますが、これにご異議ありませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 ご異議が無いようですので、会長職務代理者の指定については、議長か

らの指名推薦とさせていただきます。

２２番村口利光委員を会長職務代理者に指名いたします。

お諮りいたします。



会長職務代理者に２２番村口利光委員を選任することに、ご異議ありま

せんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。

それでは、ただいま会長職務代理者に選任されました村口利光委員より

ごあいさつをお願いいたします。

村口利光 ただいま、立花会長より会長職務代理者にご指名をいただきました村口

会長職務代理者 利光です。

これからは、委員みなさま方のご指導、ご支援をいただきまして限られ

た任期ではありますが、会長を補佐してまいりたいと考えておりますので、

今後とも、みなさま方のご協力をお願い申し上げます。

簡単ではありますが、就任のあいさつとさせていただきます。

本日は、ありがとうございました。

議長 つづきまして、議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請

について、２件を議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請、２件について、

ご説明いたします。

受付第１号、申請地は大字関根字水川目５２３番、他１筆、面積合計５，

０６７㎡であります。親子間の贈与であり、新規就農者であります。

申請地は、譲渡人、譲受人世帯が耕作してきたものであります。譲受後

も継続して牧草の栽培地として利用するものであります。

調査については、７月２６日蛯名委員、杉山武美委員、事務局により許

可申請による調査をした結果、農地法第３条第２項各号に該当は認められ

ず、特に問題はないと思われます。

受付第２号、申請地は大字田名部字赤川ノ内並木１４番５０６、他５筆、

面積合計２９，８４４㎡であります。

申請地は、譲渡人世帯が耕作してきたものであります。譲受後も継続し

て牧草の栽培地として利用するものであります。

調査については、７月２５日杉山重一委員、菅原委員、工藤委員、事務

局により許可申請による調査をした結果、農地法第３条第２項各号に該当

は認められず、特に問題はないと思われます。

以上で説明を終わります。

議長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明がありま

したらお願いいたします。

蛯名委員 議案第２号受付第１号ですけど、事務局で説明したとおり、親子で耕作

していた農地を所有権を移転して子供に贈与とのことで特に問題はないと

思います。



工藤委員 議案第２号受付第２号ですが、事務局の説明どおり、特に問題となるよ

うなところはありません。以上です。

議長 議案第２号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので､議案第２号は原案のとおり承認いたしました。

議案第３号、農地法第５条第１項の規定に基づく県知事の許可に係る意

見について、１件を議題に供します。

事務局より、説明願います。

事務局 議案第３号、農地法第５条第１項の規定に基づく県知事の許可に係る意

見、１件についてご説明いたします。

申請地は、大畑町大畑道１９番１２、面積３３０㎡であります。

申請に至った理由としては、現住居が老朽化により建て替えが必要だが、

砂防指定地で渓谷沿いであり、別な場所へ建築する事とした。建築にあた

っては同居の両親が高齢で、特に父親は足が不自由なため、遠方への引っ

越しが困難であり、近隣で探していたところ、当該地の他に適当な場所が

無く、やむを得ず転用する事としたとの事であります。

調査については、７月２６日柏谷委員、本山委員、事務局により許可申

請による調査をした結果、申請内容については、建ぺい率等特に問題はな

く、不許可要件には該当せず、許可相当であると思われます。

以上で説明を終わります。

議長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明がありま

したらお願いいたします。

本山委員 議案第３号受付第１号の件ですが、事務局の説明どおり、特に問題とな

るようなことはありません。以上です。

議長 議案第３号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので､議案第３号は原案のとおり許可相当として県知

事に意見を送付いたします。

議案第４号、非農地証明交付申請について１件を、議題に供します。

事務局より説明願います。

事務局 議案第４号、非農地証明交付申請について、ご説明いたします。

申請地は、昭和町２８番、地目は畑、面積３７０㎡であります。

調査については、７月２５日杉山重一委員、菅原委員、工藤委員、事務



局で調査した結果、農地として復元しても継続して利用する事ができない

と見込まれるため、非農地相当であると思われます。

以上で説明を終わります。

議長 ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明がありま

したらお願いいたします。

杉山重一 議案第４号受付第１号の非農地証明交付申請につきましては、ただ今、

委員 事務局の説明どおり、特に問題がないと思われます。以上です。

議長 議案第４号について、質疑を許します。

質疑ございませんか。

各委員 （異議なしの声）

議長 質疑がありませんので、議案第４号は原案のとおり承認いたしました。

続きまして、農地の転用事実に関する照会について１０件、報告事項が

あります。

事務局より、説明願います。

事務局 報告第１号から第１０号、農地の転用事実に関する照会について、ご説

明いたします。

報告第１号、申請地横迎町一丁目５１５番１２、地目は田、面積３５９

㎡、調査につきましては、７月１日、工藤委員、林委員、事務局で調査し

た結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として復元しても継続

して利用することができないと見込まれるため非農地と回答いたしまし

た。

報告第２号、申請地大字田名部字小平舘ノ内尻釜４５番１、地目は畑、

面積６，４２３㎡、調査につきましては、７月１２日、菅原委員、工藤委

員、事務局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地と

して著しく復元困難であるため非農地と回答いたしました。

報告第３号、申請地横迎町一丁目２５１番、地目は田、面積４９５㎡、

調査につきましては、７月１２日、菅原委員、工藤委員、事務局で調査し

た結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として復元しても継続

して利用することができないと見込まれるため非農地と回答いたしまし

た。

報告第４号、申請地川内町中道２１１番１、地目は田、面積１，３４７

㎡、調査につきましては、７月２２日、鴨田委員、村口鉄雄委員、事務局

で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として著しく

復元困難であるため非農地と回答いたしました。

報告第５号、申請地大湊上町５５０番１、地目は畑、面積４２１㎡、調



査につきましては、７月２５日杉山重一委員、菅原委員、工藤委員、事務

局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として復元

しても継続して利用することができないと見込まれるため非農地と回答い

たしました。

報告第６号、申請地金谷一丁目７３番１０他１筆、地目は畑、面積合計

１，８８１㎡、調査につきましては、７月２５日杉山重一委員、菅原委員、

工藤委員、事務局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、

農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるため

非農地と回答いたしました。

報告第７号、申請地大字田名部字土手内７４番５５７、地目は田、面積

１，５９３㎡、調査につきましては、７月２５日杉山重一委員、菅原委員、

工藤委員、事務局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、

農地として著しく復元困難であるため非農地と回答いたしました。

報告第８号、申請地大曲一丁目２２４番１他３筆、地目は畑、面積合計

１１，５５６㎡、調査につきましては、７月２５日杉山重一委員、菅原委

員、工藤委員、事務局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておら

ず、農地として著しく復元困難であるため非農地と回答いたしました。

報告第９号、申請地大畑町水木沢３１番１、地目は畑、面積１，３７３

㎡、調査につきましては、７月２６日柏谷委員、本山委員、事務局で調査

した結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として復元しても継

続して利用することができないと見込まれるため非農地と回答いたしまし

た。

報告第１０号、申請地大字田名部字北椛山１７番３、地目は畑、面積２，

２８７㎡、調査につきましては、７月２６日蛯名委員、杉山武美委員、事

務局で調査した結果、相当年数以前から耕作されておらず、農地として復

元しても継続して利用することができないと見込まれるため非農地と回答

いたしました。

以上で説明を終わります。

議長 それでは、最後になりますが、私から、その他として例年、９月の総会終

了後に実施しております「農作物作柄状況視察研修会」いわゆる検見についてと、

１１月に実施予定の「青森県農業委員会大会」の、翌日の研修についてで

ありますが、本日、会長職務代理者が選任されましたので、この後役員会を開催のう

え、「農作物作柄状況視察研修会」については、役員会での決定をもって実施した

いと思います。

なお、１１月の「農業委員研修」につきましては、役員会での検討事項

を９月総会にお諮りしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で、本日の議案審議及び報告事項はすべて終了しました。



これをもちまして、むつ市農業委員会第７３６回総会を閉会します。

１０．会議録署名委員

会議録署名委員 杉 山 重 一

会議録署名委員 菊 池 秀 藏


